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都市計画変更説明資料 

◆ 対象地区 

・浜町（１１号岸壁 第２工区） 

◆ 手続きの概要 

埋立事業の概要図 

約３．６ｈａ 

令和３年６月 埋立竣功 

約１１．１ｈａ 

約２．８ｈａ(埋立竣功済) 

 平成３１年３月 市街化区域編入 

第１工区 

第２工区 

第３工区 

・区域区分の変更 

埋立が完了した埠頭用地を市街化区域に含める 

・用途地域および臨港地区の変更 

土地利用規制を合わせて設定する 

資料４  
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☆工業の利便を増進する目的で定める工業専用地域を指定する  

☆建ぺい率６０％、容積率２００％ 

☆埠頭用地としての計画的な土地利用を図るため、埋立が完了した第２工区を

市街化区域に編入する 

☆港湾施設として適切な土地利用を図るため用途地域と臨港地区を指定する 

編入予定箇所 
指定予定箇所 

◆ 都市計画変更の内容 

 

Ⅰ 区域区分  

○市街化区域と市街化調整区域について 

市街化区域  ：計画的に市街化を図るべき区域 

市街化調整区域：市街化を抑制すべき区域         

○用途地域にはそれぞれの目的があり、目的別に建築可能な建築物用途が規定されている 

○本地区の土地利用の目的（完成自動車などの貨物を取り扱う埠頭用地）は、工業系土地

利用に分類される 

 

 

Ⅱ 用途地域  
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三河港港湾計画図 

☆臨港地区を指定する 

☆港湾計画の土地利用（埠頭用地）の位置づけにより、商港区を指定する 

○港湾の多様な機能を十分に発揮させるため、三河港を一体的に捉え、機能的に区分し、

目的の異なる構築物が無秩序に混在することを防ぐためのもの 

○三河港港湾計画を元に港湾管理者（愛知県）が『分区』を指定する 
  

分区（愛知県臨港地区分区内構築物規制条例） 

・商港区     ・特殊物資港区  ・工業港区    ・漁港区 

・バンカー港区  ・保安港区    ・マリーナ港区  ・修景厚生港区 

臨港地区計画図 

 

Ⅲ 臨港地区  



 

  ■
 
各
分
区
の
概
要

 
[昭

和
2

8
年

8
月

1
9
日
港
管
第

1
4

0
2
号

 
港
湾
局
長
通
知
、
及
び
港
湾
行
政
の
概
要
（
社
団
法
人

 
日
本
港
湾
協
会
）
に
よ
る
。

] 

 ■
 
愛
知
県
臨
港
地
区
分
区
内
構
築
物
規
制
条
例
 

（趣
旨
） 

第
一
条

 
こ
の
条
例
は
、
港
湾
法
（昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
八
号
。
以
下
「法
」と
い
う
。
）第
四
十
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
愛
知
県
が
管
理
す
る
港
湾
の
臨
港
地
区
の
分
区
の
区
域
内
に
お
け
る
建
築
物
そ
の
他
の
構
築
物
（以
下
「構
築
物
」と
い
う
。
）の
規
制
に
つ
い

て
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

（定
義
） 

第
二
条

 
こ
の
条
例
に
お
い
て
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
 

一
 
臨
港
地
区

 
都
市
計
画
法
（昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）第
二
章
の
規
定
に
よ
り
臨
港
地
区
と
し
て
定
め
ら
れ
た
地
区
及
び
法
第
三
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
知
事
が
指
定
し
た
区
域
を
い
う
。
 

二
 
分
区

 
法
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
臨
港
地
区
内
に
お
い
て
知
事
が
指
定
し
た
区
域
を
い
う
。
 

（禁
止
構
築
物
） 

第
三
条

 
法
第
四
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
構
築
物
は
、
次
の
各
号
の
分
区
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
知
事
が
公
益
上
や
む
を
得
な
い
も
の
と
認
め
て
許
可
し
た
も
の
を
除
く
。
 

一
 
商
港
区

 
別
表
第
一
に
掲
げ
る
構
築
物
 

二
 
特
殊
物
資
港
区

 
別
表
第
二
に
掲
げ
る
構
築
物
 

三
 
工
業
港
区

 
別
表
第
三
に
掲
げ
る
構
築
物
 

四
 
漁
港
区

 
別
表
第
四
に
掲
げ
る
構
築
物
 

五
 
バ
ン
カ
ー
港
区

 
別
表
第
五
に
掲
げ
る
構
築
物
 

六
 
保
安
港
区

 
別
表
第
六
に
掲
げ
る
構
築
物
 

七
 
マ
リ
ー
ナ
港
区

 
別
表
第
七
に
掲
げ
る
構
築
物
 

八
 
修
景
厚
生
港
区

 
別
表
第
八
に
掲
げ
る
構
築
物
 

（分
区
の
指
定
に
伴
う
措
置
） 

第
四
条

 
こ
の
条
例
の
施
行
後
あ
ら
た
に
分
区
の
指
定
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
分
区
の
指
定
の
際
、
現
に
建
設
中
又
は
改
築
中
の
構
築
物
は
、
こ
の
条
例
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
現
に
存
す
る
構
築
物
と
み
な
す
。
 

（罰
則
） 

第
五
条

 
法
第
四
十
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者
は
、
五
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。
 

（委
任
） 

第
六
条
 
こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
規
則
で
定
め
る
。
 

 別
表
第
一
（第
三
条
関
係
） 

一
 
法
第
二
条
第
五
項
第
二
号
か
ら
第
九
号
ま
で
及
び
第
九
号
の
三
か
ら
第
十
号
の
二
ま
で
に
掲
げ
る
港
湾
施
設
（危
険
物
置
場
及
び
貯
油
施
設
を
除
く
。
） 

二
 
海
上
運
送
事
業
、
港
湾
運
送
事
業
、
倉
庫
業
、
道
路
運
送
事
業
、
通
運
事
業
そ
の
他
知
事
が
指
定
す
る
事
業
を
行
う
者
の
事
務
所
 

三
 
官
公
署
の
事
務
所
 

四
 
旅
館
、
ホ
テ
ル
及
び
飲
食
店
（風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
（昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
二
号
）第
二
条
第
一
項
に
定
め
る
風
俗
営
業
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
別
表
第
七
及
び
別
表
第
八
に
お
い
て
同
じ
。
）
 

五
 
卸
売
市
場
 

六
 
売
店
そ
の
他
知
事
が
指
定
す
る
施
設
 

別
表
第
二
（第
三
条
関
係
） 

一
 
法
第
二
条
第
五
項
第
二
号
か
ら
第
六
号
ま
で
及
び
第
八
号
か
ら
第
十
号
の
二
ま
で
に
掲
げ
る
港
湾
施
設
 

二
 
海
上
運
送
事
業
、
港
湾
運
送
事
業
、
倉
庫
業
、
道
路
運
送
事
業
、
通
運
事
業
そ
の
他
知
事
が
指
定
す
る
事
業
を
行
う
者
の
事
務
所
 

三
 
官
公
署
の
事
務
所
 

別
表
第
三
（第
三
条
関
係
） 

一
 
法
第
二
条
第
五
項
第
二
号
か
ら
第
六
号
ま
で
及
び
第
八
号
か
ら
第
九
号
の
三
ま
で
に
掲
げ
る
港
湾
施
設
 

二
 
原
料
若
し
く
は
製
品
の
一
部
の
輸
送
を
海
上
運
送
若
し
く
は
港
湾
運
送
に
依
存
す
る
製
造
事
業
又
は
そ
の
関
連
事
業
を
営
む
工
場
及
び
そ
の
附
帯
施
設
 

三
 
前
号
の
工
場
に
従
事
す
る
労
務
者
の
た
め
の
休
泊
所
及
び
診
療
所
 

四
 
電
気
事
業
者
に
よ
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
調
達
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
八
号
）第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
 

五
 
官
公
署
の
事
務
所
 

別
表
第
四
（第
三
条
関
係
） 

一
 
法
第
二
条
第
五
項
第
二
号
、
第
四
号
及
び
第
九
号
に
掲
げ
る
港
湾
施
設
 

二
 
漁
港
漁
場
整
備
法
（昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）第
三
条
第
一
号
ロ
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
施
設
 

三
 
漁
業
協
同
組
合
そ
の
他
の
者
で
知
事
が
指
定
す
る
も
の
の
事
務
所
 

四
 
官
公
署
の
事
務
所
 

別
表
第
五
（第
三
条
関
係
） 

一
 
法
第
二
条
第
五
項
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
、
第
八
号
の
二
か
ら
第
九
号
の
三
ま
で
及
び
第
十
号
の
二
に
掲
げ
る
港
湾
施
設
 

二
 
貯
炭
場
、
貯
油
施
設
そ
の
他
の
燃
料
保
管
施
設
 

三
 
給
炭
業
者
、
給
油
業
者
そ
の
他
の
燃
料
供
給
業
者
の
事
務
所
 

四
 
官
公
署
の
事
務
所
 

別
表
第
六
（第
三
条
関
係
） 

一
 
法
第
二
条
第
五
項
第
二
号
か
ら
第
六
号
ま
で
及
び
第
八
号
の
三
か
ら
第
九
号
の
三
ま
で
に
掲
げ
る
港
湾
施
設
 

二
 
危
険
物
置
場
、
危
険
物
倉
庫
及
び
貯
油
施
設
 

三
 
消
火
施
設
そ
の
他
の
危
険
防
止
施
設
 

四
 
給
油
業
者
及
び
危
険
物
を
取
り
扱
う
業
者
の
事
務
所
 

五
 
官
公
署
の
事
務
所
 

別
表
第
七
（第
三
条
関
係
） 

一
 
法
第
二
条
第
五
項
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
、
第
七
号
、
第
八
号
の
二
、
第
八
号
の
三
及
び
第
九
号
の
三
か
ら
第
十
号
の
二
ま
で
に
掲
げ
る
港
湾
施
設
 

二
 
ス
ポ
ー
ツ
又
は
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
用
に
供
す
る
ヨ
ッ
ト
、
モ
ー
タ
ー
ボ
ー
ト
そ
の
他
の
船
舶
の
用
具
倉
庫
及
び
上
架
施
設
並
び
に
こ
れ
ら
の
附
帯
施
設
 

三
 
官
公
署
の
事
務
所
 

四
 
旅
館
、
ホ
テ
ル
及
び
飲
食
店
 

五
 
売
店
そ
の
他
知
事
が
指
定
す
る
施
設
 

別
表
第
八
（第
三
条
関
係
） 

一
 
法
第
二
条
第
五
項
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
、
第
七
号
、
第
八
号
の
三
、
第
九
号
及
び
第
九
号
の
三
か
ら
第
十
号
の
二
ま
で
に
掲
げ
る
港
湾
施
設
 

二
 
図
書
館
、
博
物
館
、
水
族
館
、
展
示
場
、
公
会
堂
及
び
展
望
施
設
 

三
 
官
公
署
の
事
務
所
 

四
 
休
泊
所
、
飲
食
店
、
売
店
そ
の
他
知
事
が
指
定
す
る
施
設

 

分
 
区
 
名
 

区
 
域
 
概
 
要
 

具
 
体
 
例
 
等
 

商
港
区
 

旅
客
又
は
一
般
の
貨
物
を
取
り
扱
わ
せ
る
こ
と
を
目

的
と
す
る
区
域
 

 
上
屋
、
倉
庫
、
ト
ラ
ッ
ク
タ
ー
ミ
ナ
ル
、
旅
客
用
施
設
、
海
事
関
係
官
公
署
、
港
湾
そ
の
他
の
海
事
に
関
す
る
理
解
増
進
を
図
る
た
め
の
会
議
施
設
、

展
示
施
設
等
、
こ
れ
ら
に
関
す
る
企
業
の
事
務
所
等
の
施
設
及
び
こ
れ
ら
に
関
連
す
る
臨
港
駅
、
駐
車
場
、
車
庫
等
の
施
設
並
び
に
こ
れ
ら
の
た
め
に
供

せ
ら
れ
る
用
地
が
、
そ
の
区
域
内
の
大
部
分
を
占
め
る
地
域
。
 

特
殊
物
資
港
区
 

 
石
炭
、
鉱
石
そ
の
他
大
量
ば
ら
積
を
通
例
と
す
る
物
資

を
取
り
扱
わ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
区
域
 

 
専
ら
石
炭
、
鉱
石
、
穀
物
、
木
材
等
の
大
量
ば
ら
積
を
通
例
と
す
る
貨
物
を
取
扱
う
サ
イ
ロ
、
貯
炭
場
、
貯
木
場
、
野
積
場
等
及
び
こ
れ
ら
の
た
め
に

供
さ
れ
る
用
地
が
、
そ
の
大
部
分
を
占
め
る
地
域
。
 

工
業
港
区
 

 
工
場
そ
の
他
工
業
施
設
を
設
置
す
る
こ
と
を
目
的
と

す
る
区
域
 

 
水
際
線
を
利
用
す
る
工
業
の
用
に
供
す
る
工
場
敷
地
の
全
部
、
当
該
工
業
と
関
連
す
る
事
業
の
用
地
、
及
び
こ
れ
ら
に
関
連
す
る
係
留
施
設
並
び
に
こ

れ
ら
の
た
め
に
供
せ
ら
れ
る
用
地
が
、
そ
の
大
部
分
を
占
め
る
地
域
。
 

漁
港
区
 

 
水
産
物
を
取
扱
わ
せ
、
又
は
、
漁
船
の
出
漁
の
準
備
を

行
わ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
区
域
 

 
魚
舎
、
冷
凍
冷
蔵
倉
庫
、
魚
市
場
、
水
産
加
工
場
、
製
氷
所
、
網
干
場
等
こ
れ
ら
に
関
連
す
る
係
留
施
設
、
漁
業
関
連
官
公
署
及
び
こ
れ
ら
に
関
す
る

企
業
の
事
務
所
等
の
施
設
、
こ
れ
ら
に
供
せ
ら
れ
る
用
地
が
、
そ
の
区
域
内
の
大
部
分
を
占
め
る
地
域
。
 

バ
ン
カ
ー
港
区
 

 
船
舶
用
燃
料
貯
蔵
及
び
補
給
を
行
わ
せ
る
こ
と
を
目

的
と
し
た
区
域
 

 
専
ら
船
舶
用
燃
料
貯
蔵
施
設
及
び
補
給
施
設
等
及
び
こ
れ
ら
に
供
せ
ら
れ
る
用
地
が
そ
の
区
域
内
の
大
部
分
を
占
め
る
地
域
。
 

保
安
港
区
 

 
爆
発
物
そ
の
他
の
危
険
物
を
取
扱
わ
せ
る
こ
と
を
目

的
と
す
る
区
域
 

 
専
ら
原
油
、
LP
G、

LN
G
等
の
危
険
物
に
陸
揚
、
船
積
、
貯
蔵
、
移
送
等
の
取
り
扱
い
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
荷
役
機
械
、
タ
ン
ク
、
パ
イ
プ
ラ
イ

ン
等
の
施
設
及
び
こ
れ
ら
の
た
め
に
供
せ
ら
れ
る
用
地
が
そ
の
大
部
分
を
占
め
る
地
域
。
 

マ
リ
ー
ナ
港
区
 

 
ス
ポ
ー
ツ
又
は
レ
ク
リ
ェ
ー
シ
ョ
ン
の
用
に
供
す
る

ヨ
ッ
ト
、
モ
ー
タ
ー
ボ
ー
ト
そ
の
他
の
船
舶
の
利
用
の
よ

う
に
供
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
区
域
 

 
ス
ポ
ー
ツ
又
は
レ
ク
リ
ェ
ー
シ
ョ
ン
の
用
に
供
す
る
ヨ
ッ
ト
、
モ
ー
タ
ー
ボ
ー
ト
そ
の
他
の
船
舶
の
た
め
の
係
留
施
設
、
船
揚
場
、
船
舶
修
理
施
設
、

船
舶
保
管
施
設
等
の
施
設
並
び
に
こ
れ
ら
の
た
め
に
供
せ
ら
れ
る
用
地
が
そ
の
大
部
分
を
占
め
て
い
る
地
域
。
 

修
景
厚
生
港
区
 

 
そ
の
景
観
を
整
備
す
る
と
と
も
に
、
港
湾
関
係
者
の
厚

生
の
増
進
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
区
域
 

 
港
湾
の
景
観
の
維
持
・
整
備
す
る
た
め
の
海
浜
、
緑
地
等
、
港
湾
に
お
け
る
生
活
環
境
を
保
全
し
、
又
は
整
備
す
る
た
め
の
海
浜
、
緑
地
、
休
憩
所
等

の
施
設
及
び
船
舶
乗
務
員
、
港
湾
労
働
者
、
臨
港
地
区
内
に
あ
る
工
場
又
は
事
業
所
の
従
業
員
そ
の
他
の
港
湾
関
係
者
の
た
め
の
公
園
、
緑
地
、
広
場
、

運
動
施
設
等
の
港
湾
環
境
整
備
施
設
、
休
泊
所
、
病
院
、
診
療
所
等
の
福
利
厚
生
施
設
並
び
に
こ
れ
ら
の
た
め
に
供
せ
ら
れ
る
用
地
が
そ
の
大
部
分
を
占

め
る
地
域
。
 



 

 愛
知
県
臨
港
地
区
分
区
内
構
築
物
規
制
条
例
第

3
条
に
基
づ
く
構
築
物
規
制
 

 
 

 
 
構
築
物
規
制
「○
」は
可
。

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
（平
成
２
９
年
１
０
月
改
正
） 

区
 
分

 

注
）便
宜
上
の

整
理

 

構
築
物

 
商  港  区  

特 殊 物 資 港 区 

工  業  港  区 

漁  港  区  

バ ン カ ー 港 区 

保  安  港  区 

マ リ ー ナ 港 区 
修 景 厚 生 港 区 

港
湾
法
第

2条

第
5項
に
掲
げ

る
港
湾
施
設

 

   

 

第
2号

 
外
郭
施
設

 

 
防
波
堤
、
防
砂
堤
、
防
潮
堤
、
導
流
堤
、
水
門
、
閘
（こ
う
）門
、
護
岸
、
堤
防
、
突
堤
及
び
胸
壁

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 

第
3号

 
係
留
施
設

 

 
岸
壁
、
係
船
浮
標
、
係
船
く
い
、
桟
橋
、
浮
桟
橋
、
物
揚
場
及
び
船
揚
場

 
○

 
○

 
○

 
 

○
 

○
 

○
 

○
 

第
4号

 
臨
港
交
通
施
設

 

 
道
路
、
駐
車
場
、
橋
梁
（り
よ
う
）、
鉄
道
、
軌
道
、
運
河
及
び
ヘ
リ
ポ
―
ト

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 

第
5号

 
航
行
補
助
施
設

 

 
航
路
標
識
並
び
に
船
舶
の
入
出
港
の
た
め
の
信
号
施
設
、
照
明
施
設
及
び
港
務
通
信
施
設

 
○

 
○

 
○

 
 

○
 

○
 

○
 

○
 

第
6号

 
荷
さ
ば
き
施
設

 

 
固
定
式
荷
役
機
械
、
軌
道
走
行
式
荷
役
機
械
、
荷
さ
ば
き
地
及
び
上
屋

 
○

 
○

 
○

 
 

 
○

 
 

 

第
7号

 
旅
客
施
設

 

 
旅
客
乗
降
用
固
定
施
設
、
手
荷
物
取
扱
所
、
待
合
所
及
び
宿
泊
所

 
○

 
 

 
 

 
 

○
 

○
 

第
8号

 
保
管
施
設

 
倉
庫
、
野
積
場
、
貯
木
場
、
貯
炭
場
、
危
険
物
置
場
及
び
貯
油
施
設

 
○

 
注
）危
険
物

置
場
及
び

貯
油
施
設

を
除
く
 

○
 

○
 

 
 

 
 

 

第
8号
の

2 
船
舶
役
務
用
施
設

 

 
船
舶
の
た
め
の
給
水
施
設
、
給
油
施
設
及
び
給
炭
施
設
（第
十
三
号
に
掲
げ
る
施
設
を
除
く
。
）、
船
舶
修
理
施
設
並
び
に
船
舶
保
管
施
設

 
○

 
○

 
○

 
 

○
 

 
○

 
 

第
8号
の

3 
港
湾
情
報
提
供
施
設

 

 
案
内
施
設
、
見
学
施
設
そ
の
他
の
港
湾
の
利
用
に
関
す
る
情
報
を
提
供
す
る
た
め
の
施
設

 
○

 
○

 
○

 
 

○
 

○
 

○
 

○
 

第
9号

 
港
湾
公
害
防
止
施
設

 

 
汚
濁
水
の
浄
化
の
た
め
の
導
水
施
設
、
公
害
防
止
用
緩
衝
地
帯
そ
の
他
の
港
湾
に
お
け
る
公
害
の
防
止
の
た
め
の
施
設

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
 

○
 

第
9号
の

2 
廃
棄
物
処
理
施
設

 

 
廃
棄
物
埋
立
護
岸
、
廃
棄
物
受
入
施
設
、
廃
棄
物
焼
却
施
設
、
廃
棄
物
破
砕
施
設
、
廃
油
処
理
施
設
そ
の
他
の
廃
棄
物
の
処
理
の
た
め
の
施
設

（第
十
三
号
に
掲
げ
る
施
設
を
除
く
。
） 

 
○

 
○

 
 

○
 

○
 

 
 

第
9号
の
３

 
港
湾
環
境
整
備
施
設

 

 
海
浜
、
緑
地
、
広
場
、
植
栽
、
休
憩
所
そ
の
他
の
港
湾
の
環
境
の
整
備
の
た
め
の
施
設

 
○

 
○

 
○

 
 

○
 

○
 

○
 

○
 

第
10
号

 
港
湾
厚
生
施
設

 

 
船
舶
乗
組
員
及
び
港
湾
に
お
け
る
労
働
者
の
休
泊
所
、
診
療
所
そ
の
他
の
福
利
厚
生
施
設

 
○

 
○

 
 

 
 

 
○

 
○

 

第
10
号
の

2 
港
湾
管
理
施
設

 

 
港
湾
管
理
事
務
所
、
港
湾
管
理
用
資
材
倉
庫
そ
の
他
の
港
湾
の
管
理
の
た
め
の
施
設
（第
十
四
号
に
掲
げ
る
施
設
を
除
く
。
） 

○
 

○
 

 
 

○
 

 
○

 
○

 

事
務
所

 

 

 

海
上
運
送
事
業
、
港
湾
運
送
事
業
、
倉
庫
業
、
道
路
運
送
事
業
、
通
運
事
業
そ
の
他
知
事
が
指
定
す
る
事
業
を
行
う
者
の
事
務
所

 
○

 
○

 
 

 
 

 
 

 

漁
業
協
同
組
合
そ
の
他
の
者
で
知
事
が
指
定
す
る
も
の
の
事
務
所

 
 

 
 

○
 

 
 

 
 

給
炭
業
者
、
給
油
業
者
そ
の
他
の
燃
料
供
給
業
者
の
事
務
所

 
 

 
 

 
○

 
 

 
 

給
油
業
者
及
び
危
険
物
を
取
り
扱
う
業
者
の
事
務
所

 
 

 
 

 
 

○
 

 
 

官
公
署
の
事
務
所

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 

港
湾
関
係
者

の
利
便
性
の

向
上
を
図
る

た
め
の
施
設

 

旅
館
、
ホ
テ
ル
及
び
飲
食
店
（風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
（昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
二
号
）第
二
条
第

一
項
に
定
め
る
風
俗
営
業
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
） 

○
 

 
 

 
 

 
○

 
 

休
泊
所
、
飲
食
店
（風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
（昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
二
号
）第
二
条
第
一
項
に
定

め
る
風
俗
営
業
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
） 

 
 

 
 

 
 

 
○

 

売
店
そ
の
他
知
事
が
指
定
す
る
施
設

 
○

 
 

 
 

 
 

○
 

○
 

港
湾
の
流
通

機
能
の
高
度

化
を
図
る
た

め
の
施
設

 

卸
売
市
場

 

○
 

 
 

 
 

 
 

 

工
場
等

 
原
料
若
し
く
は
製
品
の
一
部
の
輸
送
を
海
上
運
送
若
し
く
は
港
湾
運
送
に
依
存
す
る
製
造
事
業
又
は
そ
の
関
連
事
業
を
営
む
工
場
及
び
そ
の
附
帯

施
設

 
 

 
○

 
 

 
 

 
 

前
段
の
工
場
に
従
事
す
る
労
務
者
の
た
め
の
休
泊
所
及
び
診
療
所

 
 

 
○

 
 

 
 

 
 

漁
港
漁
場
整

備
法
第

3条
第

1号
ロ
及
び
第

2号
に
掲
げ
る

施
設

 

   

第
1号
ロ

 
係
留
施
設

 
 
岸
壁
、
物
揚
場
、
係
船
浮
標
、
係
船
く
い
、
桟
橋
、
浮
桟
橋
及
び
船
揚
場

 
 

 
 

○
 

 
 

 
 

第
2号

 
 
二

 
機
能
施
設

 

 
 イ

 
輸
送
施
設

 
鉄
道
、
道
路
、
駐
車
場
、
橋
、
運
河
及
び
ヘ
リ
ポ
ー
ト

 
 

 
ロ

 
航
行
補
助
施
設

 
航
路
標
識
並
び
に
漁
船
の
入
出
港
の
た
め
の
信
号
施
設
及
び
照
明
施
設

 
 

 
ハ

 
漁
港
施
設
用
地

 
各
種
漁
港
施
設
の
敷
地

 
 

 
ニ

 
漁
船
漁
具
保
全
施
設

 
漁
船
保
管
施
設
、
漁
船
修
理
場
及
び
漁
具
保
管
修
理
施
設

 
 

 
ホ

 
補
給
施
設

 
漁
船
の
た
め
の
給
水
、
給
氷
、
給
油
及
び
給
電
施
設

 
 

 
ヘ

 
増
殖
及
び
養
殖
用
施
設

 
水
産
種
苗
生
産
施
設
、
養
殖
用
餌
（じ
）料
保
管
調
製
施
設
、
養
殖
用
作
業
施
設

及
び
廃
棄
物
処
理
施
設

 

 

 
ト

 
漁
獲
物
の
処
理
、
保
蔵
及
び
加
工
施
設

 
荷
さ
ば
き
所
、
荷
役
機
械
、
蓄
養
施
設
、
水
産
倉
庫
、
野
積
場
、
製
氷
、
冷
凍
及
び

冷
蔵
施
設
並
び
に
加
工
場

 

 

 
チ

 
漁
業
用
通
信
施
設

 
陸
上
無
線
電
信
、
陸
上
無
線
電
話
及
び
気
象
信
号
所

 
 

 
リ

 
漁
港
厚
生
施
設

 
漁
港
関
係
者
の
宿
泊
所
、
浴
場
、
診
療
所
及
び
そ
の
他
の
福
利
厚
生
施
設

 
 

 
ヌ

 
漁
港
管
理
施
設

 
管
理
事
務
所
、
漁
港
管
理
用
資
材
倉
庫

 

、
船
舶
保
管
施
設
そ
の
他
の
漁
港
の
管
理
の
た
め
の
施
設

 

 

 
ル

 
漁
港
浄
化
施
設

 
公
害
の
防
止
の
た
め
の
導
水
施
設
そ
の
他
の
浄
化
施
設

 
 

 
ヲ

 
廃
油
処
理
施
設

 
漁
船
内
に
お
い
て
生
じ
た
廃
油
の
処
理
の
た
め
の
施
設

 
 

 
ワ

 
廃
船
処
理
施
設

 
漁
船
の
破
砕
そ
の
他
の
処
理
の
た
め
の
施
設

 
 

 
カ

 
漁
港
環
境
整
備
施
設

 
広
場
、
植
栽
、
休
憩
所
そ
の
他
の
漁
港
の
環
境
の
整
備
の
た
め
の
施
設

 
 

 

 
 

 
○

 
 

 
 

 

保
管
施
設

 
貯
炭
場
、
貯
油
施
設
そ
の
他
の
燃
料
保
管
施
設

 
 

 
 

 
○

 
 

 
 

危
険
物
置
場
、
危
険
物
倉
庫
及
び
貯
油
施
設

 
 

 
 

 
 

○
 

 
 

港
湾
そ
の
他

の
海
事
に
関

す
る
理
解
の

増
進
を
図
る

た
め
の
施
設

 

図
書
館
、
博
物
館
、
水
族
館
、
展
示
場
、
公
会
堂
及
び
展
望
施
設

 

 
 

 
 

 
 

 
○

 

そ
の
他

 
消
火
施
設
そ
の
他
の
危
険
防
止
施
設

 
 

 
 

 
 

○
 

 
 

ス
ポ
ー
ツ
又
は
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ヨ
ン
の
用
に
供
す
る
ヨ
ツ
ト
、
モ
ー
タ
ー
ボ
ー
ト
そ
の
他
の
船
舶
の
用
具
倉
庫
及
び
上
架
施
設
並
び
に
こ
れ
ら
の
附
帯

施
設

 
 

 
 

 
 

 
○

 
 

電
気
事
業
者
に
よ
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
調
達
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
八
号
）第
二
条
第
三
項
に
規
定
す

る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備

 
 

 
○

 
 

 
 

 
 

 


